
 

 

 

 

 

 

                        

                        

                         

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
          １ 次の条件を満たす農業者の方なら、どなたでも加入できます。 
            ①国民年金第 1 号被保険者 ②年間 60 日以上農業に従事する方 

             ③20 歳以上 60 歳未満の方 
 ２ 終身年金です。 
   一生涯受給でき、加入者や受給者が 80 歳前に亡くなられた場合でも、死亡した翌日から

受け取れるはずであった年金（自分で積み立てた分）が死亡一時金として遺族に支払われ
ます。 

 
 ３ 保険料の額は自由に設定でき、いつでも見直すことができます。 
   月額 2 万円～6 万７千円の範囲で、1,000 円単位で自由に選択できます。 
 
 ４ 支払った保険料は社会保険料控除の対象になります。 
 
 ５ 保険料は、長期的に安定した運用が工夫されています。    

◆農地を相続したときは 

・改正不動産登記法が施行され、令和６年４月から相続登記の申請が義務化されました。 

 
＊相続登記の手続きは、不動産がある法務局に申請をお願い 
します。 

甲府地方法務局 登記部門：〒400-8520 山梨県甲府市丸の内一丁目 1 番１８号  
TEL：０５５－２５２－７１５１【音声ガイダンス２】 
お近くの司法書士にもご相談できます。 

 

＊相続手続きが終わったら、農業委員会に届出をお願いします。 

（農地法第３条の３第１項） 

 
届出をしない場合、１０万円以下の過料を科されることもあります。農業委員会では

農地の権利取得をきちんと把握し、農地が適切に利用されるように活動しています。 

   

  

南アルプス市 回覧 

農業委員会だより 

 ◆老後の備えとして、農業者年金 にご加入ください！ 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆農地を守るのはあなた自身です！ 

 農地の遊休化は、雑草の繁茂による病害虫の発生など、近隣農地へ多大な悪影響を与え

ます。耕作できない方は、農地の貸し借りを利用するなどして、貴重な農地を守っていき

ましょう。 

 

 *近年、雑草等による苦情が多く寄せられており、年々増加しています。休耕地であって

も、草刈りなどの保全管理をすることは農地をお持ちの方、農地を管理している方の責務

です。農地の適正な管理をお願いします。 

 

 *消毒や草刈り等を行う際には、近隣の迷惑にならないよう配慮をお願いします。 

                                

 

  

      
                             私が借りまし 

                        

私が借りましょう。 

 こんな時は、農地銀行（農業委員会事務局内） 
をご利用ください！ 

 
 農地銀行は、売りたい方・貸したい方の農地を登録 

し、登録された農地を、買いたい方、借りたい方に 
紹介するという制度です。 

 農地の管理ができない方、新規就農を希望している 
方・農業の規模拡大を図りたい方は、ご利用を考え 
てみてはいかがでしょうか。                                          

相続したけど、 
会社が忙しくて！ 

 農地の転用とは、農地を建物敷地、資材置場や駐車場など、農地以外の用地に

転換することです。一時的に資材置場や駐車場にする場合でも、農地の転用に 

あたります。 

 

自分の農地だから許可や届出などしないまま自由に売ったり、貸したり 

しても良いと思っていませんか？農地を売ったり、貸したり、転用する 

ときには、農地法に基づく許可が必要です。詳しくは農業委員会にご相談 

ください。 

  

農地を売買したり    自分名義の農地を   他人名義の土地を買うか 
   貸し借りするときは  転用するときは    借りて転用するときは 

 

３条申請            ４条申請             ５条申請 



    

◆農地中間管理機構を活用しましょう！ 

 

「山梨県農地中間管理機構」をご存知ですか？ 

 公的機関が間に入って遊休農地を借り受け、集積して、借りたい人に貸す仕組みです。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊令和７年４月から利用権設定での貸借は無くなり、農地中間管理機構での貸借に統一 

されます。（すでに利用権で貸借している農地は終期まで有効です。） 



    

 
南アルプス市農業委員会だより  第２１号 令和６年４月 

  発行：南アルプス市農業委員会 

  事務局 南アルプス市小笠原３７６ 南アルプス市役所西別館２階 

  TEL ０５５－２８２－６４３８ 

摘 要

平 坦 地 域 中山間地域

1 日 950円×8h

1 日 950円×8h

1 枚

10ａ 10,000 13,000

10ａ 11,500 14,600

10ａ 11,000 13,000  苗は別

10ａ 12,000 13,000  紐付き

結束機無 10ａ 11,000 12,000

結束機付 10ａ 14,000 15,000

10ａ 16,500 17,500  乾燥を除く

10ａ  乾燥のみ

1 日 950円×8h

1 日 1,900円×8ｈ

1時間 薬剤代は別

1 日 950円×8h

1 日 950円×8h

1時間

1時間

1回 片道１回に付き

1時間 処理料は別

10a 処理料は別

   ※　中山間地域とは塩前・大嵐・須沢・駒場・芦安芦倉・芦安安通・高尾・平岡・上市之瀬・

　   上野・中野・秋山・湯沢・塚原（飯野・有野・山寺・曲輪田・上宮地・下市之瀬・落合

令和６年度 農業雇用労働賃金標準額【南アルプス市】
南アルプス市農業委員会

項　　目　・　区　　分 単位
金 額 （ 円 ）

水

稲

田植え・稲刈り・脱穀 7,600

その他の一般田作業 7,600

育苗（機械用） 850

機

械

作

業

荒起こし

代かき

田植え

稲刈（バインダー）

脱穀（ハーベスター）

稲刈・脱穀（コンバイン）

10,000

果

樹

摘果・袋かけ・収穫 7,600

剪定 15,200

農薬散布 4,000

その他の一般果樹作業 7,600

 上記以外の一般農作業 7,600

参

考

額

抜根（１ｔ） 4,000
処理料は別

遊休農地の場合
は１．５倍

抜根（２ｔ） 4,500

搬送（重機等） 2,000

除草（刈り払い機1台） 3,500

　　・　賄いは、無しとする。

　　・　機械作業は、１人付きで燃料代含むものとする。

      については、その中の一部地域）をいう。
 

除草（乗用草刈り機） 4,700

　※　本表は、標準的な料金を示すものであり、圃場条件や作業条件など勘案して当事者間

　　の協議により決定することを前提としています。上記作業項目にない作業についても

　　協議のうえで決定して下さい。

　　・　労働時間は1日８時間を基準とする。


